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令和２年度 修学旅行の中止について（お知らせ） 
 

立冬の候、保護者の皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。ま

た、日頃から本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、令和２年１０月２２日付けの文書により、沖縄修学旅行を取りやめ、日数や方面を変更

して実施する代替案をお示しし、県教育委員会からの修学旅行実施に係る指示等を踏まえ、保護

者の皆様の修学旅行実施に対する御意向を伺うための調査をいたしました。その調査を集計し

たところ、「代替案へ不参加」または、「旅行自体を中止としてほしい」という保護者の方が約３

割という結果となりました。 
 

そこで、意向調査の結果等を踏まえて、以下の理由により、令和２年度修学旅行を中止するこ

とといたします。 

１ 現時点で、本校周辺及び東京や大阪といった旅行に係る地域での感染が落ち着く見通しが

立っておらず、旅行を実施することによる感染のリスクが未だ高い状態であること。 

２ 意向調査により、約３割の保護者の方が旅行の実施に不安や心配を抱いていることが判明

し、そのような中では事前学習等を含めた実施計画に基づく修学旅行の実施が困難であるこ

と。 

３ 最近の報道により、専門家からは「全国的に感染が増加しているのは間違いない」という指

摘があり、休業要請や感染地域への移動自粛が行われれば、その時点で旅行を中止にしなけ

ればならない状況であること。 
 

上記のように、全国的に新型コロナウイルス感染症の収束の兆しは見えず、今後も予断を許さ

ない状況にあります。このような状況では、今から他の候補地等を決定したり、生徒の安全を十

分に確保したりするなどの企画段階から始めて、生徒の感染対策を含めた事前学習を計画的に

行い、万全な体制で旅行を実施することは非常に困難であるため、日帰りの旅行も含めた修学旅

行の実施は中止することといたします。 

本旅行の取扱い旅行業者との契約により、今回の中止による旅行のキャンセル料は発生しま

せんが、生徒一人につき企画料（３，０００円）と取扱手数料（１，０００円）を保護者の皆様

に御負担いただくことになります。積立金から御負担いただく４，０００円を差し引いた残金の

返金については、後日改めてお知らせいたします。また、今回の企画料については、県が負担を

検討しているとの連絡を受けており、この件につきましても通知があり次第、連絡させていただ

きます。 

今後も感染症防止対策等の実施により、学校生活にも様々な制約があり、御不便や御負担をお

かけいたしますが、生徒の安全・安心を最優先に考えた学校運営を行ってまいりますので、引き

続き、御理解と御協力をお願い申し上げます。 


